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オンライン資格確認の開始に伴う 
国民健康保険被保険者証の２桁枝番付番について 

 

令和３年３月（予定）よりオンライン資格確認が開始し、マイナンバーカードが健康保険

証として利用できるようになります。これに伴い、現在、世帯単位で付番されている健康保

険証の記号・番号に、個人を識別するための 2 桁の枝番が付番され、各個人の健康保険の資

格情報との紐づけが行われます。 

これにより医療機関等において、オンライン資格確認等システムを利用し、個人の健康保

険の資格情報を取り込むことが可能となります。 

 

１ 被保険者証等の様式変更について 

オンライン資格確認に対応するため、これまで世帯単位で付番されていた被保険者証等

の記号・番号に 2桁の枝番を付番し、個人単位化いたします。 

 

(1) 変更後レイアウト（イメージ） 

      ①被保険者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ②被保険者証兼高齢受給者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 県       有効期限  年 月 日 
国民健康保険       記号 123 番号 4567（枝番）01 
被 保 険 者 証        
 

氏名   
生年月日    年 月 日     性別 

 
適用開始年月日  年 月 日 
交付年月日    年 月 日 
世帯主氏名 
住所 

交付者名 入間市 印 
保険者番号 110254 

埼 玉 県       有効期限  年 月 日 
国民健康保険       発効期日  年 月 日 
被 保 険 者 証       記号 123 番号 4567（枝番）01 
兼高齢受給者証 
 

氏名   
生年月日    年 月 日     性別 

                  負担割合 
適用開始年月日  年 月 日 
交付年月日    年 月 日 
世帯主氏名 
住所 

交付者名 入間市 印 
保険者番号 110254 

資料６ 
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③限度額適用・標準負担額認定証 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 2 桁の枝番の付番スケジュール 

 

  ①被保険者証・被保険者証兼高齢受給者証等 

 

新規加入の被保険者 

転入や社会保険の脱退などにより、新規で国民健康保険に加入した際や、紛失などに

よる再発行の際に交付する場合につきましては、令和３年４月より、順次、2 桁の枝番

を付番したうえで交付いたします。 

 

加入中の被保険者 

加入中の被保険者の被保険者証につきましては、令和３年８月１日の一斉更新時に、 

2 桁の枝番を付番したうえで交付いたします。 

 

 

②限度額適用・標準負担額認定証 

 

限度額適用・標準負担額認定証につきましては、オンライン資格確認開始に伴い、限

度額適用・標準負担額認定証の提示によらずに、限度額の区分情報が確認できるよう

になるため、原則、交付は不要となります。 

被保険者から申請があった場合につきましては、令和３年４月より、2 桁の枝番を付

番したうえで限度額適用・標準負担額認定証を交付いたします。 

1 1 0 2 5 4

発 効 期 日

長 期 入 院
該 当 年 月 日

保 険 者 番 号 並

び に 交 付 者 の

名 称 及 び 印
　埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号

　　　埼玉県入間市

適 用 区 分

交 付
者 印

適

用

・

減

額

対

象

者

氏 名

生 年 月 日

記 号 123 番 号 4567 (枝番) 01

世
帯
主

住 所

氏 名

埼 玉 県 国 民 健 康 保 険

限 度 額 適 用 ・ 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証

有 効 期 限

交 付 年 月 日

記 号 123 番 号 4567 (枝番) 01

世 住 所

埼 玉 県 国 民 健 康 保 険

限 度 額適 用 ・ 標準 負 担 額 減 額認 定 証

有 効 期 限

交 付 年 月 日


